
○国立大学法人千葉大学特定雇用職員給与規程 

（平成２１年４月１日） 

改正 平成２２年４月１日 平成２３年４月１日 

平成２５年４月１日 平成２６年１０月１日 

平成２９年４月１日 平成３０年４月１日 

令和４年４月１日 令和５年４月１日 
 

（目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則（以下「特定雇用就業

規則」という。）第１６条第１項の規定に基づき，国立大学法人千葉大学（以下「本

学」という。）に勤務する特定雇用職員の給与に関し必要な事項を定め，及び国立大

学法人千葉大学無期転換特定雇用職員就業規則（以下「無期転換特定雇用就業規則」

という。）第１５条第１項の規定に基づき本学に勤務する無期転換特定雇用職員の給

与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（給与の種類） 

第２条 特定雇用職員の給与は，第４条に定める基本年俸及び次項に定める諸手当とする。 

２ 諸手当は，通勤手当，超過勤務手当，休日勤務手当，幼稚園教諭調整手当，特別加算

手当及び研究代表者等特別一時金とする。 

３ 特定雇用職員の給与月額は，基本年俸の１２分の１の額（以下「基本給」という。）

とする。 

（給与の支給日） 

第３条 基本給，通勤手当，幼稚園教諭調整手当及び特別加算手当は，当該月の１７日に，

超過勤務手当及び休日勤務手当は，その月の分を翌月の１７日に支給する。ただし，

支給定日（以下この項において毎月１７日を「支給定日」という。）が日曜日に当た

るときは支給定日の前々日（その日が休日に当たるときは支給定日の翌日）に，支給

定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。また，支給定日が休日に当

たるときは１８日に支給する。 

２ 研究代表者等特別一時金は，一の年度（毎年４月から翌年３月までをいう。）におけ

る分を当該年度の２月１７日に支給する。ただし，支給定日（以下この項において２

月１７日を「支給定日」という。）が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に，支

給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。 

（基本年俸） 

第４条 基本年俸の額は，別表に定める号俸により決定する。ただし，契約期間が１年に

満たない場合における基本年俸の額は，号俸により決定される基本年俸の額を基準と

し，当該契約期間に応じて決定する。 

２ 特定雇用就業規則第３７条第１項の規定により短時間勤務をしている特定雇用職員

（以下「短時間特定雇用職員」という。）の基本年俸の額は，前項に規定する額にそ



の者の１週間当たりの勤務時間数を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た額を

基準とし，契約期間に応じて決定する。 

３ 前２項の規定にかかわらず，特別の事情が認められる場合の基本年俸は，学長が別に

定めることができる。 

４ 第１項に定める号俸は，契約期間の途中において改定しない。ただし，昇任等の場合

及びその他勤務実績等を勘案し必要と認められる場合には号俸を改定することができ

る。 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は，国立大学法人千葉大学職員給与規程（以下「職員給与規程」とい

う。）第１８条の規定に準じて支給する。 

（超過勤務手当） 

第６条 特定雇用就業規則第１９条の規定により，所定の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられた特定雇用職員には，所定の勤務時間を超えて勤務した全時間（次条に規

定するものを除く。）に対して，勤務１時間につき，第８条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に１００分の１２５の割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時

までの間である場合は，その割合に１００分の２５を加算した割合。以下，次項，第

３項及び次条各項において同じ。）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

２ 短時間特定雇用職員の前項の適用にあっては，所定の勤務時間を超えて勤務したもの

のうち，その勤務時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が７時間

４５分に達するまでの間の勤務にあっては，第８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に１００分の１００の割合で支給し，その時間数については，次項及び次条第２

項の時間数に含めないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた時間

（次条第１項に規定する週休日及び休日に勤務することを命じられた時間を含む。）

が１月につき６０時間を超える場合には，その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して，勤務１時間につき，第８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の

１５０の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

（休日勤務手当） 

第７条 特定雇用就業規則第１９条の規定により，同規則第２０条に規定する週休日（同

規則第２１条の規定により週休日の振替をした日を含む。以下同じ。）及び休日（同

規則第２２条第１項の規定により代休日となった日を含む。以下同じ。）に勤務する

ことを命ぜられた特定雇用職員には，その勤務を命ぜられた全時間（同規則第２１条

の規定により，当該週休日を振り替えた場合及び同規則第２２条第１項の規定により

代休日を指定した場合を除く。）に対して，勤務１時間につき，次条に規定する勤務

１時間当たりの給与額の１００分の１３５の割合を乗じて得た額を休日勤務手当とし

て支給する。 



２ 前項の規定にかかわらず，週休日及び休日に勤務することを命ぜられた時間（前条第

１項に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた時間を含む。）が

１月につき６０時間を超える場合には，その６０時間を超えて勤務した全時間に対し

て，勤務１時間につき，次条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５

０の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第８条 前２条に規定する勤務１時間当たりの給与額は，基本給，幼稚園教諭調整手当及

び特別加算手当の月額の合計額を当該事業年度の１月当たりの平均所定勤務時間数で

除して得た額とする。 

（幼稚園教諭調整手当） 

第８条の２ 幼稚園教諭調整手当は，職員給与規程第２９条の４の規定に準じて支給する。 

２ 短時間特定雇用職員の前項の適用にあっては，その者の１週間当たりの勤務時間数を

３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た額を支給する。 

（特別加算手当） 

第８条の３ 特別加算手当は，職員給与規程第１９条の２の規定に準じて支給する。 

（研究代表者等特別一時金） 

第８条の４ 研究代表者等特別一時金は，職員給与規程第２９条の６に準じて支給する。 

（休職者の給与） 

第９条 特定雇用職員が業務上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤により負傷し，

若しくは疾病にかかり，特定雇用就業規則第１０条第１項第１号から第３号までの事

由に該当して休職（以下この条において「病気休職」という。）にされたときは，そ

の休職の期間中，これに給与の全額を支給する。 

２ 特定雇用職員が前項の傷病以外の傷病により病気休職にされたときはその休職期間が

１年（結核性疾患にあっては２年）に達するまでは，基本給，幼稚園教諭調整手当及

び特別加算手当（以下この条において「基本給等」という。）の１００分の８０を支

給することができる。 

３ 特定雇用職員が特定雇用就業規則第１０条第１項第４号の事由に該当して休職にされ

たときはその休職期間中，基本給等の１００分の６０以内を支給することができる。 

４ 特定雇用職員が特定雇用就業規則第１０条第１項第５号の事由に該当して休職にされ

たときはその休職期間中，基本給等の１００分の７０以内を支給することができる。 

５ 特定雇用職員が特定雇用就業規則第１０条第１項第６号の事由に該当して休職にされ

たときはその休職期間中，基本給等の１００分の７０以内（業務上の災害又は通勤に

よる災害を受けたと認められるときは１００分の１００以内）を支給することができ

る。 

６ 特定雇用職員が特定雇用就業規則第１０条第１項第７号の事由に該当して休職にされ

たときの休職期間中の基本給等についてはその事由に応じて定める。 



７ 休職にされた特定雇用職員には，他の規定に別段の定めがない限り，前各項の規定に

よる給与を除くほか，他のいかなる給与も支給しない。 

（育児休業等をしている職員の給与） 

第１０条 特定雇用就業規則第２７条の規定により育児休業等をしている特定雇用職員の

給与については，次の各号に定めるところによる。 

一 育児休業をしている期間については，給与を支給しない。 

二 特定雇用職員が育児部分休業により勤務しない場合には，第１２条の規定にかか

わらず，その勤務しない１時間につき，第８条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 

（介護休業等をしている職員の給与） 

第１１条 特定雇用就業規則第２８条の規定により介護休業又は介護部分休業をしている

特定雇用職員の給与については，次条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間に

つき，第８条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

（給与の減額） 

第１２条 特定雇用職員が勤務しないときは，特に承認があった場合を除き，その勤務し

ない１時間につき第８条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

（基本給の半減） 

第１３条 前条の規定にかかわらず，特定雇用職員が負傷（業務上の負傷及び通勤による

負傷を除く。）若しくは疾病（業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項

において同じ。）に係る療養のため，又は疾病に係る就業禁止の措置により，当該療

養のための病気休暇又は当該措置（以下「病気休暇等」という。）の開始の日から起

算して９０日を超えて引き続き勤務しないときはその期間経過後の当該病気休暇等に

係る日につき，基本給の半額を減ずる。 

（日割計算） 

第１４条 新たに特定雇用職員となった者には，その日から基本給を支給する。 

２ 特定雇用職員が退職し，又は解雇された場合には，その日までの基本給を支給する。 

３ 特定雇用職員が死亡により退職した場合には，その月までの基本給を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により，基本給を支給する場合であって，その月の初日から

支給するとき以外のとき，又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその基本

給は，その月の現日数から週休日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割

りによって計算する。 

５ 前４項の規定は，幼稚園教諭調整手当及び特別加算手当の支給について準用する。 

（端数計算） 



第１５条 この規程により勤務１時間当たりの給与額を算出する場合において，その額に

５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て，５０銭以上１円未満の端数を生じ

たときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（端数の処理） 

第１６条 この規程により計算した確定金額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り

捨てるものとする。 

（給与の支払方法） 

第１７条 特定雇用職員の給与は，職員給与規程第４１条の規定に準じて支給する。 

（無期転換特定雇用職員に対する準用） 

第１７条の２ 第２条から前条まで（第４条第１項ただし書を除く。）の規定は，無期転

換特定雇用職員について準用する。この場合において，これらの規定中「特定雇用職

員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と，「短時間特定雇用職員」とあるのは

「短時間無期転換特定雇用職員」と読み替えるほか，第４条第２項中「特定雇用就業

規則第３７条第１項」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第３６条において準用

する特定雇用就業規則第３７条第１項」と，「得た額を基準とし，契約期間に応じて

決定する」とあるのは「得た額とする」と，第４条第４項中「契約期間の途中」とあ

るのは「事業年度の初日以外」と，第６条第１項及び第７条第１項中「特定雇用就業

規則第１９条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第１９条の規定において準用

する特定雇用就業規則第１９条」と，第７条第１項中「同規則第２０条」とあるのは

「無期転換特定雇用就業規則第２０条において準用する特定雇用就業規則第２０条」

と，「同規則第２１条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第２１条において準

用する特定雇用就業規則第２１条」と，「同規則第２２条第１項」とあるのは「無期

転換特定雇用就業規則第２２条において準用する特定雇用就業規則第２２条」と，第

９条第１項中「特定雇用就業規則第１０条第１項第１号」とあるのは「無期転換特定

雇用就業規則第７条の規定において準用する特定雇用就業規則第１０条第１項第１号」

と，第９条第３項中「特定雇用就業規則第１０条第１項第２号」とあるのは「無期転

換特定雇用就業規則第７条の規定において準用する特定雇用就業規則第１０条第１項

第２号」と，第９条第４項中「特定雇用就業規則第１０条第１項第３号」とあるのは

「無期転換特定雇用就業規則第７条の規定において準用する特定雇用就業規則第１０

条第１項第３号」と，第９条第５項中「特定雇用就業規則第１０条第１項第４号」と

あるのは「無期転換特定雇用就業規則第７条の規定において準用する特定雇用就業規

則第１０条第１項第４号」と，第９条第６項中「特定雇用就業規則第１０条第１項第

５号」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第７条の規定において準用する特定雇

用就業規則第１０条第１項第５号」と，第１０条柱書き中「特定雇用就業規則第２７

条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第２７条において準用する特定雇用就業

規則第２７条」と，第１１条中「特定雇用就業規則第２８条」とあるのは「無期転換



特定雇用就業規則第２８条において準用する特定雇用就業規則第２８条」と読み替え

るものとする。 

（実施に関し必要な事項） 

第１８条 この規程の実施に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

（この規程により難い場合の措置） 

第１９条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によること

が著しく不適当であると学長が認める場合は，別段の取扱いをすることができる。 

附 則 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１日） 
 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日） 
 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日） 
 

１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２６年３月３１日までの間

（以下「特例期間」という。）においては，年俸制適用職員に対する基本給の支給に

当たっては，基本給から，基本給に，当該年俸制適用職員に適用される次の表の左欄

に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合（以下「支給減額率」と

いう。）を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

職名 割合 

（特任教員） 特任助教 １００分の４.７７ 

特任講師 １００分の７.７７ 

特任准教授 

特任教授 １００分の９.７７ 

特任研究員 １００分の４.７７ 

（特任職員） 特任専門職員 １００分の４.７７ 

特任専門員 

（寄附講座等教員） 寄附講座教員 １００分の４.７７ 

寄附研究部門教員 

（共同研究講座等教員） 共同研究講座教員 １００分の４.７７ 

共同研究部門教員 

特別語学講師 １００分の７.７７ 



３ 特例期間においては，第９条第１項から第６項までの規定により支給される給与の支

給に当たっては，当該年俸制適用職員に適用される次の各号に掲げる給与の額から，

当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 

一 第９条第１項 前項に定める額 

二 第９条第２項から第６項まで 前項に定める額に，同条第２項から第６項までの

規定により当該年俸制適用職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

４ 特例期間においては，第６条第１項，同条第３項，第７条及び第１２条に規定する勤

務１時間当たりの給与額は，第８条の規定にかかわらず，同条の規定により算出した

給与額から，基本給を当該事業年度の１月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た

額に当該年俸制適用職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。 

５ 特例期間においては，第１０条第２号の規定の適用については，同号中「第８条」と

あるのは，「平成２５年附則第４項」とする。 

６ 特例期間においては，第１１条の規定の適用については，同条中「第８条」とあるの

は，「平成２５年附則第４項」とする。 

７ 第２項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定

する場合において，当該額に１円未満の端数を生じたときは，これを切り捨てるもの

とする。 

８ 第２項から前項までの規定は，次に掲げる者には，適用しない。 

一 短時間年俸制適用職員 

二 施行日前において特定雇用就業規則第５条第２号から第４号までの規定の適用を

受ける複数年契約の年俸制適用職員 

附 則（平成２６年１０月１日） 
 

この規程は，平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日） 
 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月１日） 
 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日） 
 

この規程は，令和４年４月１日から施行し，令和４年２月１日から適用する。 

附 則（令和５年４月１日） 
 

１ この規程は，令和５年４月１日から施行する。 



２ 特定雇用職員に対する第８条の２に規定する幼稚園教諭調整手当の支給に当たっては，

職員給与規程令和５年附則第２項の規定に関わらず，令和６年３月３１日までの間，

なお従前の例による。 

別表（第４条関係） 

イ 一般職年俸表 

基本年俸表 

号俸 基本年俸額 

１ ２,４００,０００円 

２ ２,４６０,０００円 

３ ２,５２０,０００円 

４ ２,５８０,０００円 

５ ２,６４０,０００円 

６ ２,７００,０００円 

７ ２,７６０,０００円 

８ ２,８２０,０００円 

９ ２,８８０,０００円 

１０ ２,９４０,０００円 

１１ ３,０００,０００円 

１２ ３,０６０,０００円 

１３ ３,１２０,０００円 

１４ ３,１８０,０００円 

１５ ３,２４０,０００円 

１６ ３,３００,０００円 

１７ ３,３６０,０００円 

１８ ３,４２０,０００円 

１９ ３,４８０,０００円 

２０ ３,５４０,０００円 

２１ ３,６００,０００円 

２２ ３,６６０,０００円 

２３ ３,７２０,０００円 

２４ ３,７８０,０００円 

２５ ３,８４０,０００円 

２６ ３,９００,０００円 

２７ ３,９６０,０００円 

２８ ４,０２０,０００円 



２９ ４,０８０,０００円 

３０ ４,１４０,０００円 

３１ ４,２００,０００円 

３２ ４,２６０,０００円 

３３ ４,３２０,０００円 

３４ ４,３８０,０００円 

３５ ４,４４０,０００円 

３６ ４,５００,０００円 

３７ ４,５６０,０００円 

３８ ４,６２０,０００円 

３９ ４,６８０,０００円 

４０ ４,７４０,０００円 

４１ ４,８００,０００円 

４２ ４,８６０,０００円 

４３ ４,９２０,０００円 

４４ ４,９８０,０００円 

４５ ５,０４０,０００円 

４６ ５,１００,０００円 

４７ ５,１６０,０００円 

４８ ５,２２０,０００円 

４９ ５,２８０,０００円 

５０ ５,３４０,０００円 

５１ ５,４００,０００円 

５２ ５,４６０,０００円 

５３ ５,５２０,０００円 

５４ ５,５８０,０００円 

５５ ５,６４０,０００円 

５６ ５,７００,０００円 

５７ ５,７６０,０００円 

５８ ５,８２０,０００円 

５９ ５,８８０,０００円 

６０ ５,９４０,０００円 

６１ ６,０００,０００円 

６２ ６,０６０,０００円 

６３ ６,１２０,０００円 

６４ ６,１８０,０００円 

６５ ６,２４０,０００円 



６６ ６,３００,０００円 

６７ ６,３６０,０００円 

６８ ６,４２０,０００円 

６９ ６,４８０,０００円 

７０ ６,５４０,０００円 

７１ ６,６００,０００円 

７２ ６,６６０,０００円 

７３ ６,７２０,０００円 

７４ ６,７８０,０００円 

７５ ６,８４０,０００円 

７６ ６,９００,０００円 

７７ ６,９６０,０００円 

７８ ７,０２０,０００円 

７９ ７,０８０,０００円 

８０ ７,１４０,０００円 

８１ ７,２００,０００円 

８２ ７,２６０,０００円 

８３ ７,３２０,０００円 

８４ ７,３８０,０００円 

８５ ７,４４０,０００円 

８６ ７,５００,０００円 

８７ ７,５６０,０００円 

８８ ７,６２０,０００円 

８９ ７,６８０,０００円 

９０ ７,７４０,０００円 

９１ ７,８００,０００円 

９２ ７,８６０,０００円 

９３ ７,９２０,０００円 

９４ ７,９８０,０００円 

９５ ８,０４０,０００円 

９６ ８,１００,０００円 

９７ ８,１６０,０００円 

９８ ８,２２０,０００円 

９９ ８,２８０,０００円 

１００ ８,３４０,０００円 

１０１ ８,４００,０００円 

１０２ ８,４６０,０００円 



１０３ ８,５２０,０００円 

１０４ ８,５８０,０００円 

１０５ ８,６４０,０００円 

１０６ ８,７００,０００円 

１０７ ８,７６０,０００円 

１０８ ８,８２０,０００円 

１０９ ８,８８０,０００円 

１１０ ８,９４０,０００円 

１１１ ９,０００,０００円 

１１２ ９,０６０,０００円 

１１３ ９,１２０,０００円 

１１４ ９,１８０,０００円 

１１５ ９,２４０,０００円 

１１６ ９,３００,０００円 

１１７ ９,３６０,０００円 

１１８ ９,４２０,０００円 

１１９ ９,４８０,０００円 

１２０ ９,５４０,０００円 

ロ 教育職年俸表 

基本年俸表 

号俸 基本年俸額 

１ ４,２００,０００円 

２ ４,３２０,０００円 

３ ４,４４０,０００円 

４ ４,５６０,０００円 

５ ４,６８０,０００円 

６ ４,８００,０００円 

７ ４,９２０,０００円 

８ ５,０４０,０００円 

９ ５,１６０,０００円 

１０ ５,２８０,０００円 

１１ ５,４００,０００円 

１２ ５,５２０,０００円 

１３ ５,６４０,０００円 

１４ ５,７６０,０００円 

１５ ５,８８０,０００円 

１６ ６,０００,０００円 



１７ ６,１２０,０００円 

１８ ６,２４０,０００円 

１９ ６,３６０,０００円 

２０ ６,４８０,０００円 

２１ ６,６００,０００円 

２２ ６,７２０,０００円 

２３ ６,８４０,０００円 

２４ ６,９６０,０００円 

２５ ７,０８０,０００円 

２６ ７,２００,０００円 

２７ ７,３２０,０００円 

２８ ７,４４０,０００円 

２９ ７,５６０,０００円 

３０ ７,６８０,０００円 

３１ ７,８００,０００円 

３２ ７,９２０,０００円 

３３ ８,０４０,０００円 

３４ ８,１６０,０００円 

３５ ８,２８０,０００円 

３６ ８,４００,０００円 

３７ ８,５２０,０００円 

３８ ８,６４０,０００円 

３９ ８,７６０,０００円 

４０ ８,８８０,０００円 

４１ ９,０００,０００円 

４２ ９,１２０,０００円 

４３ ９,２４０,０００円 

４４ ９,３６０,０００円 

４５ ９,４８０,０００円 

４６ ９,６００,０００円 

４７ ９,７２０,０００円 

４８ ９,８４０,０００円 

４９ ９,９６０,０００円 

５０ １０,０８０,０００円 

５１ １０,２００,０００円 

５２ １０,３２０,０００円 

５３ １０,４４０,０００円 



５４ １０,５６０,０００円 

５５ １０,６８０,０００円 

５６ １０,８００,０００円 

５７ １０,９２０,０００円 

５８ １１,０４０,０００円 

５９ １１,１６０,０００円 

６０ １１,２８０,０００円 

６１ １１,４００,０００円 

６２ １１,５２０,０００円 

６３ １１,６４０,０００円 

６４ １１,７６０,０００円 

６５ １１,８８０,０００円 

６６ １２,０００,０００円 

６７ １２,１２０,０００円 

６８ １２,２４０,０００円 

６９ １２,３６０,０００円 

７０ １２,４８０,０００円 

７１ １２,６００,０００円 

７２ １２,７２０,０００円 

７３ １２,８４０,０００円 

７４ １２,９６０,０００円 

７５ １３,０８０,０００円 

７６ １３,２００,０００円 

７７ １３,３２０,０００円 

７８ １３,４４０,０００円 

７９ １３,５６０,０００円 

８０ １３,６８０,０００円 

８１ １３,８００,０００円 

８２ １３,９２０,０００円 

８３ １４,０４０,０００円 

８４ １４,１６０,０００円 

８５ １４,２８０,０００円 

８６ １４,４００,０００円 

８７ １４,５２０,０００円 

８８ １４,６４０,０００円 

８９ １４,７６０,０００円 

９０ １４,８８０,０００円 



９１ １５,０００,０００円 

９２ １５,１２０,０００円 

９３ １５,２４０,０００円 

９４ １５,３６０,０００円 

９５ １５,４８０,０００円 

９６ １５,６００,０００円 

９７ １５,７２０,０００円 

９８ １５,８４０,０００円 

９９ １５,９６０,０００円 

１００ １６,０８０,０００円 

１０１ １６,２００,０００円 

１０２ １６,３２０,０００円 

１０３ １６,４４０,０００円 

１０４ １６,５６０,０００円 

１０５ １６,６８０,０００円 

１０６ １６,８００,０００円 

１０７ １６,９２０,０００円 

１０８ １７,０４０,０００円 

１０９ １７,１６０,０００円 

１１０ １７,２８０,０００円 

１１１ １７,４００,０００円 

１１２ １７,５２０,０００円 

１１３ １７,６４０,０００円 

１１４ １７,７６０,０００円 

１１５ １７,８８０,０００円 

１１６ １８,０００,０００円 

１１７ １８,１２０,０００円 

１１８ １８,２４０,０００円 

１１９ １８,３６０,０００円 

１２０ １８,４８０,０００円 

 


